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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主及び消費者を重視した経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、公正な事業活動を通じて経営の健
全性及び透明性の向上を図ることにより、取引先、社員等を含むステークホルダーに対する企業価値の向上を目指します。また、当社を取り巻く、
社会・経済環境の変化に対応し、経営上の組織体制を整備し迅速な意思決定及び適時・適切な情報開示に努め、内部統制機能の強化・整備を図
るとともに、透明で質の高い経営の実現に向け取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

■補充原則1-2-3

　株主総会の開催日については、株主の皆様への正確な情報提供を重視することから、株主総会の集中日と重なる結果となっております。

なお、株主の皆様が株主総会議案への十分な検討が可能となるよう招集通知の早期発送に努めるとともに、当社ホームページへの早期開示に
努めております。

■補充原則1-2-4

　 補充原則3-1-2（自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において英語での情報開示・提供を進めるべき）

　現在の当社株主における機関投資家及び海外投資家の比率は、それぞれ1%未満と低く、議決権の電子行使を可能とするための環境づくり及び
招集通知の英訳、情報開示を行っておりませんが、今後20%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の
英訳、情報開示を検討いたします。

■原則1－4　政策保有株式

　当社では、議決権行使にかかる具体的な基準は設けておりません。株式の議決権行使は、基準に基づく形式的な対応ではなく、個別に議案の
精査を行い、賛否の判断を行っています。

■補充原則4-2-1

　当社の取締役の報酬は、定額報酬及び賞与により構成されており、定額報酬は、「役員規程」に従い役位等の基準額をベースに会社への貢献
度等に応じて決定されており、報酬額の決定の際には、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定して
おります。また、賞与は業績に応じ株主総会にて決定しております。

　当社における役員の報酬制度については、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度を導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動
する報酬や自社株報酬等の導入を含め、必要に応じて当社に合った報酬体系について検討を行います。

■補充原則4-8-1、4-8-2

　独立社外取締役3名と少数であり、取締役会等において積極的に意見を述べていただく等していただいているため、現時点で独立社外者のみを
構成員とする会合を行っておらず、筆頭独立社外取締役を決定しておりません。

■原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

　当社は、異なる経験、技能、属性を反映した多様な視点や価値観が存在することが会社の持続的な成長を確保するうえでの強みとなると考え、
社内における女性の活躍を含む人材の多様性の確保を推進しております。また、監査等委員である取締役には、財務・会計に関する十分な知見
を有し、独立性のある取締役を選任しております。

しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症による不測の事態に対応することを目的に、RIZAPグループ各社との連携を強化し、営業施策の
向上を高めるため、一時的にRIZAPグループ各社において要職を兼務している役員を当社の取締役として迎えており、その人数が当社取締役の
過半数となっております。同社との取引については、独立性を有する取締役（監査等委員、社外取締役）の意見を確認の上、取締役会において審
議し対応しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

■原則1-4　政策保有株式

　・政策保有の状況

　　当社は、政策保有株式として上場株式を現在保有しておりません。

　・政策保有に関する方針

　　当社における政策保有株式の保有は、業務提携、良好な取引関係の維持発展など保有目的の合理性及びその保有株の連結貸借対照表計

　　上額が総資産の一定割合以下とするなどの条件を満たす範囲で行うことを基本方針としています。

　・検証

　　政策保有株式については、当社の成長に必要であるか、他の資金活用はないか等の観点で、担当部署において適宜検証し、必要に応じて取

　　締役会にて判断しております。

■原則1-7　関連当事者間の取引

　当社が、関連当事者取引を行う場合には、「取締役会規程」に基づき取締役会の承認を得ることとしております。当社は、当社役員に対して、1年
に1度、関連当事者取引に関する調査を実施し、監視しております。



■原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　企業年金の積立金の運用が従業員の資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用機関に対するモニタリング等の適
切な活動ができるよう、運用にあたる適切な人材を配置することに努めております。

■原則3-1　情報開示の充実

　（１）経営理念等や経営戦略、経営計画

　　≪経営理念等≫

　　　当社は、「すべての女性の心と身体の美の追求」という企業理念のもと、女性が心身ともに美しく輝いていただけるための価値ある商品や

　　サービスを総合的に提供する『美の総合総社』を目指しております。また、当社は、役員・社員の職務遂行における判断基準として企業行動憲

　　章・行動規範指針を制定し、周知徹底を図り、経営の健全化、透明性、効率性を重視し、上場企業としてのステークホルダーの方々に満足度を

　　高めるため、法、規程を遵守するとともに、誠実かつ公正で、より高い社会倫理観に基づき事業活動を行っております。なお企業行動憲章・行

　　動規範指針については、当社ホームページにて開示しております。　　　

　　　企業行動憲章：https://www.mrkholdings.co.jp/company/charter/

　　　行動規範指針：https://www.mrkholdings.co.jp/company/norm/

　（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　本報告書の「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。

　　　

　（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　　本報告書「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書に記載のとおりです。

　（４）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　≪執行役員（経営陣幹部）選任の方法と手続≫

　　　当社は、取締役会による経営の監督と、業務執行の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。

　　　当社執行役員は、企業経営者に準ずる能力をもち、企業経営者を補佐して、経営判断を行える人格ならびに見識に優れ、取締役会で決

　　　定した経営の基本方針に基づき職責を全うすることができる者と定義しており、その選任については、取締役が推薦し、取締役会で決議し

　　　ております。

　　≪取締役候補の指名方針と手続≫

　　　当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15名（監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役

　　　5名以内）としております。

　　　取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役

　　　会にて決定しております。

　　　（取締役候補の選任基準）

　　　　・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること

　　　　・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること

　　　　・保有能力、経験等が他の取締役と相互補完できる関係にあること

　　　　・経営環境の変化を先取りし、柔軟に対応できること

　　　　・人格及び見識とも優秀で、企業経営者としての能力、専門的知識、適正かつ妥当な判断能力を持ち合わせ、また実務経験豊富なこと

　　　　また、社外取締役については、上記に加え、次の基準を満たすものとする。

　　　　・各分野における豊富な経験と高い見識を有していること

　　　　・当社取締役として職務遂行が行うための時間が確保できること

　　　　・独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言提言ができる資質を有すること

　　　　・上場会社として経営の健全化と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から求められる資質を有していること

　　　　・取締役の職務執行に影響を及ぼす可能性のある利害関係・取引関係がないこと

　（５）個々の選任・指名についての説明

　　　新任取締役候補者、社外取締役候補者につきましては、株主総会招集通知（https://www.mrkholdings.co.jp/ir/stock/meeting/）にて開示し

　　ております。

■補充原則4-1-1

　取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」で定めた重要事項等を審議し決定するとともに、取締役の職務執行を監
督しています。

　また、取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営を活性化するため、取締役会決議事項以外の業務執行の意思決定を取締役に委
任しています。

　

■原則4-8　独立社外取締役の有効な活用

　当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たす独立社外取締役を2名以上選任しております。

■原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当社は、経営の意思決定の客観性を高め、経営の健全化と透明性の向上を図るため、取締役会において当社における社外役員の独立性に関
する基準を定めております。取締役会では当該基準に基づき、率直・活発かつ建設的な検討への貢献ができる独立社外取締役の候補者として選
定するよう努めます。独立役員の基準は、当社ホームページ（コーポレート・ガバナンス　ガイドライン：
https://www.mrkholdings.co.jp/company/cgg/）にて開示しております。

■補充原則4-11-1

　当社では、役員の上限を15名（監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内）として、活発な審議と迅速な意思決定を
行うための規模として適切と考えております。

　社内の各部門・各分野に精通した取締役や企業経営・事業戦略に関する豊富な知識・経験をもつ取締役を選任することで知識、経験のバランス
に配慮しております。

　「すべての女性の心と身体の美の追求」を企業理念とする企業として、女性の発想・価値観は重要であり女性取締役の選任については今後も検
討してまいります。

■補充原則4-11-2



　社外取締役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書を通じ毎年開示しております。

　（招集通知：https://www.mrkholdings.co.jp/ir/stock/meeting/）

　新型コロナウイルス感染症による不測の事態に対応するため、一時的に、RIZAPグループの各社を兼務する役員が当社取締役として兼務して
おります。事態が収束した場合には、合理的な範囲での兼務状況であることを確認致します。

■補充原則4-11-3

　取締役会は、各取締役に対してアンケート形式にて自己評価し、取り纏め、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。その結
果につきましては、当社ホームページ（https://www.mrkholdings.co.jp/company/questionnaire/）にて開示しております。

■補充原則4-14-2　取締役・監査役に対するトレーニングの方針

　当社は、取締役への就任の際には、会社の事業、財務、組織等に関する必要な知識を取得し、株主から負託された役割と法的責任を含む責務
を果たすため、会社法関連法令ならびにコーポレート・ガバナンスに関して十分に理解を深める機会を提供するとともに、これらを継続的に更新す
る機会を設けます。また、必要に応じ、各取締役に適した自己啓発等を目的とした外部セミナーならびに外部団体への加入及び人的ネットワーク
への参加を薦めるとともに、その費用についても会社が負担します。

■原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針

　株主との建設的な対話に関する方針に関しては、当社ホームページ（コーポレート・ガバナンス　ガイドライン：

https://www.mrkholdings.co.jp/company/cgg/）にて開示しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

RIZAPグループ株式会社 55,000,000 54.29

伊藤忠商事株式会社 6,055,000 5.97

MRKホールディングス社員持株会 1,523,900 1.50

株式会社SBI証券 483,326 0.47

正岡　昌子 341,579 0.33

池田　豊治 206,226 0.20

鈴木　孝一 200,000 0.19

網本　富美子 147,200 0.14

NSL DTT CLIENT ACCOUNT1

常任代理人　野村證券株式会社
130,000 0.12

雨宮　英司 124,000 0.12

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 RIZAPグループ株式会社　（上場：札幌）　（コード）　2928

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針



RIZAPグループ株式会社は、当社の親会社でありますが、同社と取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益を害することがない
よう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方針としております。

また、取引内容に応じ、社内の稟議決裁手続、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認したうえで実施することとし、同社から派遣され
た取締役が特別利害関係人に該当する場合には、当社取締役会の決議に参加しないこととしております。

現在、新型コロナウィルス感染症による不測の事態に対応するための特別措置として、同社グループ各社で要職を兼務している役員を一時的に
当社取締役として迎えており、その数が当社取締役の過半数となっておりますが、同社との取引については、独立性を有する取締役（監査等委
員、社外取締役）の意見を確認の上、取締役会において審議し対応しております。

なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱いとしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

RIZAPグループ株式会社は、当社の議決権を54.30%（55,000千株）を有する当社の親会社であり、当社取締役9名（うち監査等委員である取締役3
名）のうち、親会社（RIZAPグループ株式会社）から派遣された取締役が4名、RIZAPグループ株式会社の役職員を兼務する取締役が1名となって
おります。

当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの影響により予断を許さない経営環境下で推移しており、当社においても当社の親会社であるRIZAP
グループ株式会社及びその関連会社の各社（以下、合わせて「RIZAPグループ」という）との連携を強化しつつ、実効性の高い施策をスピーディー
に実施することが重要であると考えており、RIZAPグループの知見をより迅速に当社グループの経営に活用することで、新型コロナウイルスの影
響を限定的なものとして利益を確保し、成長基盤の構築を止めることなく進めていくため、RIZAPグループを兼務する取締役を一時的に増強してお
り、現在、過半数を占める状況となっております。

当社の少数株主の保護につきましては、これまでとおり、RIZAPグループの各社との取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益
を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方針として、取引内容に応じて、社内の稟議決
裁手続き、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認したうえで実施し、RIZAPグループの役職員を兼務する取締役については、特別利害
関係人に該当するものとして、当社の取締役会決議には参加しないことを引き続き徹底してまいります。

また、この取締役の体制の変更は、新型コロナウイルスの影響かにおける一時的な特別措置であり、経営環境が改善した後は、当社の独立性及
び少数株主の保護のための方策が客観的に確認いただける取締役体制に戻す予定です。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大田　敏信 税理士

平田　佳之 弁護士

重光　桜子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大田　敏信 ○ ○ ―――

税理士として、専門的な知識、経験等を有して
おり、加えて長年にわたり当社社外監査役を務
められ、当社事業についての理解も深く、客観
的な見地から適切な監査をしていただけること
から、当社業務執行への助言、牽制等、社外
取締役の職務を適切に遂行していただけるも
のと判断したため。また、当社が定める「社外
役員の独立性に関する基準」を満たしているこ
とから独立役員として届け出ております。



平田　佳之 ○ ○ ―――

過去に会社経営に関与された経験はありませ
んが、弁護士として長年にわたり培った専門的
知識・経験を当社の監査体制、コーポレート・ガ
バナンスの一層の強化に活かし、当社業務執
行への監督等に十分な役割を果たしていただ
けるものと判断したため。また、当社が定下記
「社外役員の独立性に関する基準」を満たして
いることから独立役員として届け出ております。

重光　桜子 　 ○ ―――

化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販
売において、長年にわたる経験と豊富な知識を
有しており、当社の『美の総合総社』に向けた
事業展開に関して、その専門的な知見と女性
ならではの視点から支援を頂けると判断したた
め社外取締役として選任致します。また、当社
が定める「社外役員の独立性に関する基準」を
満たしていることから独立役員として選任いた
します。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務の遂行のために指名する使用人の任命、解任、人事異動、人事考課、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得
た上で決定します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、内部監査部が実施した監査の状況についての報告を受け、当該監査に関する意見交換等を行い、また、会計監査人から会計
監査計画及び会計監査結果報告等を適宜受けるとともに、会計上及び内部統制上の課題等について情報共有、意見交換等を定期的に行い、監
査の実効性と効率性の向上を目指しております。また、内部監査部も同様に会計監査人との連携を図っております。

更に、監査等委員会は内部統制部門とも情報共有、意見交換等を定期的に行い、内部監査部及び会計監査人と情報共有を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 2 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 2 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社では、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する
事項、取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項等の事項において、同委員会で審議し、取締役会に答申することとしております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上報酬を決定しており、その他の特段のインセンティブは付与しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2021年3月期における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額は、62,081千円です。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬については、2016年６月28日開催の第39期定時株主総会で、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額280,000千円以内（うち社外取締役分は年額40,000千円以内）、監査等委員である取締役
の報酬額は年額50,000千円以内と決議いただいており、それぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、「役員規程」に定める役位毎の報酬範囲額内で、毎年、常勤または非常勤の別、業務分
担の状況及び会社への貢献度等を参考に、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議を経て、当該審議内容に基づき代表取締
役が決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、「役員規程」に定める報酬範囲額内で定めており、監査等委員である取締役
の協議によって決定しております。

なお、会社の業績（営業成績）その他の理由により、取締役会の決議に基づいて臨時に役員報酬を報酬範囲額内で減額することができるものとし
ております。

社外取締役の報酬につきましては、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬を設定することとしています。

執行役員の報酬についても、給与規程で定めた体系に基づき、業績及び能力評価に基づき、賞与については各執行役員の業績への貢献度に基
づき、指名・報酬委員会を経て決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

経営企画部他の管理部署において、取締役会資料の事前配布等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は、9名（うち監査等委員である取締役3名）のうち、3名（うち監査等委員である取締役2名）が社外取締役であります。

また、執行役員制度を取り入れており、取締役会の経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化を実現し、経営の効率化を高めるとともに、担当
部署における役員と責任を明確化し、その機能強化を図ってまいります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



当社は、監査等委員会による経営監視機能及び内部統制システムによる牽制機能が働くことで、監査等委員会設置会社として十分なコーポレー
ト・ガバナンス体制を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様が株主総会議案への十分な検討が可能となるよう招集通知の早期発送に努
めるとともに発送日前に当社ホームページへの早期開示に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページに掲載し、公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社ホームページにおいて、代表取締役社長による決算補足説明を動画配信
にて行うとともに、RIZAPグループ株式会社及び同社の上場グループ企業と共
同で、アナリスト、機関投資家向け説明会も実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページにおいて、決算短信等の適時開示資料、四半期ごとの有
価証券報告書等の決算関連資料、事業報告書、直近5年間の主要な財務デー
タ（グラフ形式）等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR窓口を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

インサイダー取引を規制するために、「インサイダー情報管理規程」等の社内規程を整備し
ております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ピンクリボンバッジ運動を通じて乳がん啓発活動であるピンクリボン運動を支援しておりま
す。

また、不用になった補整下着を回収しセメント原燃料化するリサイクル活動を行っており、
サーマルリサイクル処理後に残る灰もセメントに混ぜて利用する100%のリサイクル処理を
実現しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、株主及び消費者を重視した経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、公正な事業活動を通じて経営の健
全性及び透明性の向上を図ることにより、取引先、社員等を含むステークホルダーに対する企業価値の向上を目指します。また、当社を取り巻く
社会・経済環境の変化に対応し、経営上の組織体制を整備し、迅速な意思決定並びに適時・適切な情報開示に努め、内部統制機能の強化・整備
を図るとともに、透明で質の高い経営の実現に向け取り組んでまいります。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　・コンプライアンスの重要性を認識した、より高い社会倫理観に基づいた企業活動を実践するため、その判断基準となる「企業行動憲章」及び

　　「行動規範指針」を制定しており、取締役及び使用人に対して法令及び企業倫理の遵守を周知徹底する。

　・法令及び定款の遵守を図るべく、取締役及び使用人が公正で、高い倫理観に基づいた企業活動を行うことを徹底する体制を整備するととも

　　に、関連部署が連携して適切な教育・啓蒙活動を実施する。

　・内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・維持のため、社内業務の実施状況の把握、

　　業務の執行における法令・定款及び社内規程等の運用状況を監視・検証する。

　・社内規程の周知徹底を図るため、社内規程を社内イントラネットに掲載し、取締役及び使用人がいつでも縦覧できるように整備する。

　・社内における法令・定款・その他諸規程に違反する行為、不正行為等の早期発見及び是正を目的として「ヘルプライン規程」を定め、取締役

　　及び使用人からの内部通報を受ける窓口を社内に設置するとともに、監査等委員会へ直接通報できる体制を整える。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　・株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等の取締役の職務の執行に係る文書、資料、情報及び電磁的記録等については、「情報

　　管理規程」「文書管理規程」その他の社内規程に従って適切に保存及び管理を行うとともに、当該文書等について閲覧の要求があった場合は

　　直ちに提出する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　・経営に重大な影響を与える不測の緊急事態が発生または発生が予測される場合には、「危機管理規程」に基づき迅速に対応し、損害の拡大　

　　防止に努める。

　・内部統制委員会は、定期的にリスクの精査、対応策の検討を行い、全社的なリスクマネジメントを整備・推進する。日常におけるリスク全般の

　　管理について、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するためのマップ等を整備するとともに、各部署における発生可能性のあるリスクを明確

　　化し、防止策を立案の上、運用する。

　・情報セキュリティについては、情報セキュリティに関する諸規程を制定し、情報セキュリティ研修を行い周知徹底する。情報セキュリティに関する

　　施策については、情報セキュリティ委員会にて審議する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　・毎月１回定例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を決定し、取締役の職務の執行を監督

　　する。

　・経営戦略に関わる重要事項については、グループ経営会議において審議した上で取締役会にて決定し、実効性を高める。

　・取締役会での決定事項の職務の執行については、「業務分掌規程」、「決裁権限規程」の定めに従い、各本部長及び各部署責任者の管理・監

　　督の下で適正かつ効率的に行う。

　・社会情勢、経済情勢、その他環境変化に対応した経営計画に基づき、代表取締役社長は、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上さ

　　せるため、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務の執行が効率的に行われるように監督する。

（５）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　・当社は、親会社との取引に係る取引条件については、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとする。

　　また、当社において親会社内部監査部門等の監査を必要に応じて受け入れ、その報告を受けるとともに、親会社の管理部署と情報交換を行

　　い、企業集団における業務の適正を確保する。

　・当社は子会社を「関係会社管理規程」に基づき必要事項を監督し、関係会社の経営状況を把握する。

（６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役（監査

　　 等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

　・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会と協議の上、必要に応じて社員を補助すべき使用人とし

　　て指名することができる。

　・監査等委員会がその職務の遂行のために指名する使用人の任命、解任、人事異動、人事考課、懲戒処分については、監査等委員会の同意

　　を得た上で決定する。

（７）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する

　　 体制

　・取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ）及び使用人は、必要な報告及び情報提供を行うとともに、会社、子会社また

　　は関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等

　　委員会に対する報告等に関する規程」に従い、直ちに監査等委員会に報告する。

　・取締役は、取締役会並びに監査等委員である取締役が出席する重要な会議において、職務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要

　　課題について適宜報告する。

（８）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　・監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行う他、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握する

　　ため、重要な会議または委員会に出席する。

　・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行う等、常に連携を図る。

　　また、内部監査部門の長の任命等については、監査等委員会の意見を踏まえ決定する。

　・監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、社外の専門家に対して助言を求める、または調査、鑑定その他の事務を委託するこ

　　とができるものとし、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、会社はこれを拒むことができない。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要
求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断するために次のような取り組みを行っております。

・「企業行動憲章」及び「行動規範指針」により、反社会的勢力及び団体との対決姿勢を貫き、関係断絶に向け良識ある行動に努めることを明記

　しております。

・社員に対して研修を行い、またマニュアルを社内イントラネットに掲載して、反社会的勢力の排除に向けた啓発活動を行なっております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




